
 

夏
の
時
の
猛
暑

は
ど
こ
へ
や
ら
。

今
年
も
冬
将
軍
が

降
臨
。
冬
の
季
節

が
本
格
到
来
だ
。

あ
と
１
月
過
ぎ
れ

ば
新
年
。
年
末
年

始
の
休
み
を
期
待

し
、
忙
し
い
月
と

な
り
そ
う
だ
▼
今
年
の
確
定
交

渉
で
ま
だ
十
分
で
な
い
な
が
ら

も
賃
金
引
上
げ
が
実
現
す
れ
ば
、

安
心
し
て
年
越
し
も
で
き
る
か

な
と
感
じ
た
組
合
員
も
い
る
だ

ろ
う
。
労
働
運
動
は
春
の
種
ま

き
（
春
闘
）
か
ら
始
ま
り
、
確

定
闘
争
（
秋
闘
）
を
経
て
そ
の

成
果
が
冬
に
来
る
。
一
年
の
闘

争
サ
イ
ク
ル
だ
。
賃
上
げ
は
団

結
し
て
闘
い
取
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
大
事
な
機
会

だ
▼
世
の
中
で
は
人
材
不
足
に

拍
車
が
か
か
ら
な
い
が
、
大
手

企
業
は
希
望
退
職
の
募
集
が
過

去
最
多
だ
。
若
手
を
は
じ
め
優

秀
な
人
材
確
保
の
競
争
は
進
む

が
、
高
齢
層
職
員
は
職
場
を
去

れ
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
う

で
あ
れ
ば
と
て
も
悲
し
い
こ
と

で
あ
る
。
定
年
引
上
げ
後
の
働

き
方
は
過
酷
の
ま
ま
▼
藤
子
不

二
雄
の
Ｓ
Ｆ
短
編
漫
画
に
「
定

年
退
食
」
が
あ
る
。
こ
の
漫
画

の
最
後
は
「
わ
し
ら
の
席
は
、

も
う
ど
こ
に
も
な
い
の
さ
」
で

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
職
場
・
社
会
は
お
か
し
い
。

労
働
運
動
を
牽
引
し
て
き
た
先

輩
の
礎
が
あ
り
私
た
ち
は
こ
こ

に
あ
る
。
全
世
代
が
希
望
を
持

て
る
社
会
・
職
場
に
変
え
て
い

く
労
働
運
動
の
継
続
が
必
要
だ
。
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県
職
労
は
11
月
16
日
、
第
３
回
拡
大
中
央
闘
争
委
員
会
を
開
催
し
、
２
０
２
４
確
定
闘
争
の

到
達
点
及
び
今
後
の
闘
争
課
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
併
せ
て
、
確
定
闘
争
か
ら
切
り
離
し
て

別
途
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の
全
職
員
へ
の
拡
充
提
案
に
つ
い
て
、

意
見
集
約
を
行
っ
た
。
今
確
定
闘
争
で
は
、
月
例
給
・
一
時
金
、
初
任
給
格
付
、
諸
手
当
等
、

多
く
の
前
進
回
答
を
引
き
出
し
た
。
一
方
で
、
後
日
事
務
的
に
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

も
多
い
こ
と
か
ら
、
当
該
事
項
は
確
認
が
取
れ
次
第
、
速
や
か
に
お
知
ら
せ
す
る
。

Ⅰ
交
渉
結
果
へ
の
対
応

 

交
渉
結
果
の
概
要
は
、
左
表

に
記
載
の
と
お
り
。
今
後
、
対

応
を
要
す
る
事
項
を
次
に
示
す
。

【
初
任
給
格
付
】

 

在
職
者
調
整
を
実
施
す
る
回

答
を
引
き
出
し
た
が
、
詳
細
は

事
務
的
に
確
認
と
さ
れ
て
い
る

た
め
、
詳
細
が
事
務
的
に
示
さ

れ
た
ら
、
地
公
共
闘
幹
事
会
に

お
い
て
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

　

県
南
四
支
部
（
胆
江
・
花
巻
・

北
上
・
一
関
支
部
）
は
、
10
月

28
日
、
小
島
県
南
広
域
振
興
局

長
に
対
し
各
支
部
の
代
表
者
か

ら
「
県
南
広
域
振
興
局
内
４
支

部
に
よ
る
行
動
独
自
要
求
書
」

を
提
出
し
交
渉
を
行
っ
た
。

佐
々
木
琢
磨
書
記
長
か
ら
、
各

職
場
で
働
く
組
合
員
の
切
な
る

声
を
取
り
ま
と
め
た
要
求
書
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
速
や
か
に
対

応
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

要
求
書
に
は
、
３
つ
の
重
点

項
目
を
掲
げ
①
広
域
振
興
局
体

制
の
見
直
し
の
検
討
②
庁
舎
・

公
舎
の
破
損
個
所
の
早
期
修
繕

と
庁
舎
の
空
調
設
備
の
柔
軟
な

運
用
・
公
舎
へ
公
費
で
の
エ
ア

コ
ン
設
置
③
突
発
的
な
業
務
に

対
応
出
来
る
マ
ン
パ
ワ
ー
（
職

員
数
）
の
確
保
に
つ
い
て
、
特

に
も
対
応
す
る
よ
う
要
請
し

た
。
同
席
し
た
各
支
部
の
代
表

者
か
ら
も
、
庁
舎
の
老
朽
化
に

よ
る
破
損
個
所
が
修
繕
さ
れ
て

い
な
い
問
題
や
、
障
が
い
の
あ

る
方
が
来
庁
す
る
庁
舎
に
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
な

い
問
題
な
ど
を
説
明
し
、
対
応

に
つ
い
て
申
入
れ
し
た
。

　

小
島
局
長
か
ら
は
「
県
南
局

の
職
員
の
皆
さ
ん
の
日
頃
の
対

応
に
感
謝
し
て
い
る
。
申
し
入

れ
の
あ
っ
た
要
求
の
な
か
で
、

県
南
局
の
予
算
で
対
応
出
来
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
局
内
で
対

応
す
る
。
広
域
振
興
局
体
制
に

な
り
、
事
務
処
理
の
方
法
が
後

戻 

り
（
非
効
率
）
に
な
っ
た

も
の
も
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

要
求
の
内
容
は
関
係
部
局
に
し

っ
か
り
と
伝
達
し
て
い
く
。
な

お
、
要
求
の
内
容
を
確
認
し
、

書
面
に
て
回
答
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
と
の
話
が
あ
っ
た
。

　

胆
江
支
部
の
鳥
屋
部
支
部
長

か
ら
は
、
県
職
員
の
就
職
希
望

者
も
減
る
中
、魅
力
あ
る
職
場
、

公
舎
な
ど
の
福
利
厚
生
や
職
場

環
境
の
改
善
を
進
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
伝
え
た
。

【
子
等
の
看
護
休
暇
】

 
子
が
３
人
以
上
の
場
合
に
お

け
る
加
算
日
数
、
改
正
時
期
と

い
っ
た
重
要
な
事
項
が
後
日
事

務
的
に
示
す
内
容
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
継
続
課
題
と
し

て
対
応
す
る
。

【
暫
定
再
任
用
職
員
級
格
付
】

 

人
事
異
動
作
業
の
中
で
の
配

慮
を
求
め
、
実
質
的
な
処
遇
改

善
に
つ
な
げ
、
不
公
平
感
が
生

じ
な
い
運
用
と
な
る
よ
う
引
き

続
き
取
り
組
む
。

【
人
員
確
保
・
超
勤
予
算
】

 

業
務
量
に
見
合
っ
た
人
員
配

置
を
継
続
要
求
。
超
勤
予
算
は

各
所
属
で
要
求
し
づ
ら
い
状
況

に
あ
る
た
め
、
職
場
の
予
算
担

当
の
負
担
軽
減
も
踏
ま
え
、
実

態
把
握
の
う
え
で
予
算
配
分
す

る
よ
う
求
め
る
。

Ⅱ
フ
レ
ッ
ク
ス
拡
充
課
題

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の

全
職
員
へ
の
拡
充
提
案
に
つ
い

て
、
各
支
部
か
ら
の
意
見
集
約

を
行
っ
た
。
主
な
意
見
を
次
に

示
す
。

【
現
行
制
度
運
用
へ
の
疑
問
】

・
庶
務
担
当
に
よ
る
勤
務
時
間

管
理
に
手
計
算
が
発
生
し
、
ミ

ス
が
増
え
る
。

・
小
規
模
な
職
場
で
は
、
担
当

確定闘争到達点
・フレックス拡充課題を協議

11・16 県職労拡大中央闘争委員会

県
南
広
域
振
興
局
長
へ
要
求
書
を
提
出

者
不
在
で
支
障
が
生
じ
る
。

・
窓
口
対
応
や
苦
情
要
望
処
理

を
制
度
利
用
し
な
い
職
員
で
処

理
し
、
自
ら
の
通
常
業
務
は
超

過
勤
務
で
の
処
理
と
な
る
。

・
職
員
の
業
務
実
績
評
価
を
制

度
利
用
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

同
じ
土
俵
で
行
う
と
、
公
正
・

公
平
な
評
価
で
な
く
な
る
。

・
制
度
利
用
し
た
職
員
の
周
囲

の
職
員
の
超
過
勤
務
時
間
等
、

業
務
負
担
を
確
認
す
べ
き
。

【
拡
充
に
向
け
改
善
す
べ
き
点
】

・
コ
ア
タ
イ
ム
は
継
続
す
べ
き
。

・
窓
口
職
場
で
職
員
体
制
が
手

薄
に
な
る
時
間
帯
が
生
じ
る
。

開
庁
時
間
と
別
に
窓
口
時
間
を

設
定
す
べ
き
。

・
利
用
を
認
め
る
範
囲
を
現
場

判
断
と
せ
ず
、
当
局
が
解
決
策

を
示
す
べ
き
。

・
運
用
実
務
研
修
が
必
要
。

・
利
用
目
標
を
設
定
す
べ
き
で

な
い
。

県
南
局
長
交
渉

【
制
度
拡
充
以
前
の
課
題
】

・
残
業
が
多
い
の
で
使
え
な
い
。

・
人
員
が
足
り
な
い
中
で
タ
イ

ム
シ
フ
ト
し
て
も
、
長
時
間
労

働
の
是
正
に
は
な
ら
な
い
。

・
産
休
・
育
休
代
替
職
員
未
配

置
が
問
題
。

・
来
客
対
応
や
電
話
対
応
で
昼

休
み
が
潰
れ
た
場
合
の
対
応

策
・
解
決
策
を
示
す
べ
き
。

・
客
観
的
勤
務
時
間
把
握
が
さ

れ
て
い
な
い
職
場
が
あ
る
。

県
南
四
支
部
合
同

（
胆
江
・
花
巻
・
北
上
・
一
関
支
部
）

12月の給与で
闘争資金が

引き去りされます
各支部での確定闘争学習会、
闘争委員会等の取組に役
立っています。

2024 確定闘争の到達点（主要交渉事項）

Ⅰ　地公共闘課題 

１　月例給・一時金

　勧告どおり改定実施。差額はできるだけ早く支給できるよう努力。具体的な差額支給日は

後日事務的に確認。

①月例給較差 :10,958 円（3.11％）、公務員が民間給与を下回っている。

　公民較差解消のため、給料表を改定する。若年層に重点を置き全体を引き上げる。

　給料表の改定は今年４月１日に遡って適用。

②一時金較差：0.10 月引上げ（勤勉手当に配分）※ 会計年度任用職員も同様

　再任用職員は 0.05 月引上げ（期末・勤勉各 0.025 月配分）

２　初任給格付改善

　2025 年度から現行より４号給引上げ。教育職や医療職なども同様。

　医療職のうち、６年制大学を卒業した獣医師及び薬剤師は、2019 年に東北他県並みに引

上げ済のため、今回の引上げ対象外。在職者調整実施。詳細は事務的に確認。

３　高齢層職員処遇改善

　暫定再任用職員等の諸手当について、2025 年度から特地勤務手当、特地勤務手当に準ず

る手当、寒冷地手当等を新たに支給。

４　諸手当改善

　(1)　通勤手当

　　交通機関等、交通用具、高速道路料金を合計した手当額の限度を 15 万円とする。新幹線、

高速道路利用の場合の「通勤時間 30 分以上短縮」要件を廃止。「通勤距離 60km 以上もしく

は通勤がおおむね 90 分以上」の要件は維持。

　(2)　寒冷地手当

　　国に準じ、2024年度から額を約11％引上げ。2025年度からの大船渡市を支給地域に追　加。

経過的に支給対象となっている宮古市の旧新里村及び旧川井村は引き続き支給。支給地域

でなくなる旧田老町は経過措置を講じる。

　　配偶者扶養手当の段階的廃止を行う中でも、扶養している配偶者がいる場合の支給額は、

現行の取扱いを継続。

　(3)　扶養手当

　　国と同様、段階的に配偶者の手当を廃止し、子の手当を増額。

５　子等の看護休暇拡充

　子が３人以上の場合に日数を加算する方向で、他県の例も参考にしながら検討。国と同

様に、子の行事参加にも利用できるよう、子等の看護休暇の取得事由を拡大。詳細は後日

事務的に示す。

Ⅱ　県職労独自課題 

１　暫定再任用職員の級格付について

　現在の暫定再任用職員と同様の役割を担う場合は、現在の暫定再任用職員と同じ職位に

なる。現在の職位より下がることもあり得る。

　個々の暫定再任用職員の格付けについては、本人の意向等を踏まえ、毎年度の人事異動

作業の中で個別に検討。

２　人員の確保・長時間労働・超勤課題について

　来年度の採用者数は 2023 年度（145 人）と同程度となる見込み。

　超勤予算は給与費全体として予算が確保できており、12 月補正は行わず、必要に応じて

２月補正で調整。今後、過不足が生じた場合には、人事管理費の部局間調整を行う。

３　会計年度任用職員について

　今後行われる来年度分の任用手続きから、再度の任用の上限回数を撤廃。

　

２
０
２
４
年
度
特
別
闘
争
資
金
（
２
０
２
４
年
６
月
の
第

１
３
２
回
定
期
大
会
決
定
）
【
６
月
・
２
５
０
０
円
、
12

月
・
３
０
０
０
円
】
の
う
ち
３
０
０
０
円
に
つ
い
て
、

12
月
の
給
与
（
月
例
給
）
か
ら
引
き
去
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
引
去
コ
ー
ド
は
「
Ｄ
欄
」
で
す
。
御
理
解
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
２
０
２
４
年
度
新
規
加
入
者
、
再
任
用
職
員
、
60

歳
超
の
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
組
合
員
は
、
免
除

し
ま
す
。



員
に
対
し
丁
寧
に
説
明
す
る
よ

う
求
め
た
の
に
対
し
、
多
田
課

長
は
、
新
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
早
期
解
決
に
向
け
て
適
正
化

に
向
け
た
調
整
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
と
も
に
、
組
織
に
つ
い

て
は
情
報
提
供
を
適
切
に
行
い

な
が
ら
、
職
員
と
の
検
討
の
場

を
通
じ
た
調
整
を
行
い
、
皆
さ

ん
が
感
じ
て
い
る
不
安
を
払
拭

で
き
る
よ
う
進
め
て
い
き
た
い

と
の
姿
勢
を
示
し
た
。

税
務
ス
キ
ル
の
継
承
に
努
め
る
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▲多田税務課総括課長に要求書を手渡す佐藤税務協会長（左）

▲交渉に臨む税務協交渉団

11. 

８
税
務
職
員
協
議
会
／
税
務
課
総
括
課
長
交
渉

　

久
慈
支
部
は
11
月
20
日
、
定

期
大
会
を
開
催
し
た
。

　

冒
頭
に
北
崎
支
部
長
か
ら

「
豚
熱
対
応
（
運
営
班
）
に
つ

い
て
は
、
支
部
独
自
で
ア
ン

ケ
ー
ト
を
行
い
、
課
題
解
決
に

向
け
て
本
部
と
意
見
交
換
会
を

開
催
し
た
。
業
務
に
あ
た
っ
た

職
員
に
対
し
、
そ
の
労
力
に
見

合
う
評
価
と
す
る
よ
う
要
求
し

て
い
る
。
ま
た
、組
織
強
化
は
、

若
い
組
合
員
と
一
緒
に
協
力
し

て
行
う
こ
と
が
大
事
だ
し
、
賃

金
水
準
も
民
間
に
比
べ
て
ま
だ

ま
だ
低
い
の
で
、
組
合
員
一
丸

と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
挨
拶
が
あ
っ
た
。

　

大
会
で
は
、
加
入
促
進
へ
の

取
り
組
み
、
職
場
に
応
じ
た
会

計
年
度
任
用
職
員
の
配
置
を
さ

せ
る
た
め
の
取
り
組
み
な
ど
の

ほ
か
、
組
合
員
の
声
を
局
長
や

経
営
企
画
部
長
に
直
接
届
け
る

こ
と
が
で
き
る
支
部
独
自
交
渉

と
、
二
戸
支
部
と
合
同
で
の
局

長
交
渉
を
提
起
し
た
。

　

計
７
本
の
議
案
も
賛
成
多
数

で
採
決
さ
れ
、
最
後
は
支
部
長

の
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
閉
会
し

た
。

　

北
上
支
部
は
、
11
月
７
日
、

農
研
セ
ン
タ
ー
会
議
室
に
於
い

て
、
第
62
回
定
期
大
会
を
開
催

し
た
。

　

阿
部
支
部
長
は
、「
今
年
度

も
支
部
活
動
方
針
を
確
認
し
、

各
分
会
、
組
合
員
の
皆
さ
ん
と

共
有
し
な
が
ら
力
を
合
わ
せ
て

い
き
た
い
」と
冒
頭
挨
拶
し
た
。

　

執
行
部
か
ら
は
、
組
織
強
化

に
向
け
て
、
新
採
採
用
者
の
加

入
促
進
な
ど
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
事
、
職
場
環
境
向
上

の
た
め
県
南
局
４
支
部
合
同
で

の
要
求
な
ど
の
取
り
組
み
が
報

告
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
運
動
方
針
の
具
体
的

な
４
項
目
の
活
動
方
針
が
示
さ

れ
、
積
極
的
な
参
画
に
向
け
た

活
動
な
ど
、
支
部
方
針
を
確
認

し
、
全
て
可
決
さ
れ
た
。

　

最
後
に
支
部
長
の
「
団
結
頑

張
ろ
う
」
の
掛
け
声
で
、
働
き

や
す
い
職
場
環
境
へ
向
け
、
支

部
の
仲
間
が
連
帯
し
て
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
を
確
認
し
て
大

会
は
閉
会
し
た
。

　
11
月
８
日
、
県
職
労
税
務
職

員
協
議
会
は
税
務
職
場
で
働
く

職
員
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
を
基
に
作
成
し
た
要
求

書
を
多
田
税
務
課
総
括
課
長
に

提
出
し
、
交
渉
を
行
っ
た
。

【
超
過
勤
務
の
縮
減
】

　

多
田
課
長
は
必
要
な
超
過
勤

務
を
行
っ
た
分
の
支
給
は
当
然

で
あ
り
、引
き
続
き
事
前
命
令
・

事
後
確
認
の
徹
底
を
所
属
長
に

対
し
伝
え
て
い
く
と
の
見
解
を

示
し
た
。

【
組
織
体
制
・
人
材
育
成
】

　

ベ
テ
ラ
ン
職
員
と
経
験
の
浅

い
職
員
の
人
員
配
置
に
偏
り
が

生
じ
て
い
る
職
場
も
あ
り
、
ス

キ
ル
の
継
承
や
人
材
育
成
が
難

し
い
こ
と
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
人
員
配
置
を
求
め
た
の

に
対
し
、
多
田
課
長
は
全
庁
的

に
人
員
の
偏
り
が
生
じ
て
き
て

い
る
な
か
で
は
あ
る
が
、
バ
ラ

ン
ス
の
取
れ
た
職
員
配
置
に
努

め
、
若
手
職
員
の
人
材
育
成
の

た
め
に
も
、
魅
力
あ
る
職
場
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
見

解
を
示
し
た
。

【
新
税
務
シ
ス
テ
ム
等
】

　

新
た
な
税
務
シ
ス
テ
ム
の
導

入
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で

と
の
変
更
点
等
に
つ
い
て
の
説

明
不
足
な
ど
、
職
員
に
多
大
な

負
荷
が
か
か
っ
て
お
り
、
生
じ

た
混
乱
の
早
期
解
決
を
図
る
こ

と
や
、
今
後
の
組
織
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
早
期
に
決
定
し
職▲組織強化に向け取り組みを確認した北上支部定期大会

労
働
環
境
・
組
織
強
化
・
賃
金
改
善
に

　
　
　
　
向
け
て
み
ん
な
で
頑
張
ろ
う
！

11
・
20
久
慈
支
部
で
定
期
大
会
を
開
催

▲今年度の運動方針を確立した久慈支部定期大会

充
実
し
た
支
部
活
動
を

　
　
　
　
　
　
展
開
し
よ
う

北
上
支
部
で
定
期
大
会
を
開
催


